
 平 成 2 9 年 ７ 月 ４ 日 

港 湾 局 総 務 課 

 

「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び 

「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定 
 

本日、（１）「港湾法の一部を改正する法律」の施行期日を平成 29年７月８日とする「港湾

法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」並びに、（２）①港湾法施行令に規定する

国土交通大臣の権限の委任及び②宅地建物取引業法施行令に規定する法令上の制限に規定を追

加する等の「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が、

閣議決定されました。 

 

Ⅰ．背景 
 第 193回国会において、①国際旅客船拠点形成港湾における官民連携国際旅客船受入促進協定

制度、②非常災害時における国土交通大臣による円滑な港湾施設の管理制度の創設等を内容とす

る「港湾法の一部を改正する法律」（平成 29年法律第 55号）が成立し、平成 29年６月９日に公

布されました。今般、改正法の施行期日を定めるとともに、その施行等に際して必要となる規定

の改正を行う必要があるため、港湾法施行令（昭和 26年政令第４号）等の関係政令の一部を改正

します。 

 

Ⅱ．概要 
（１）港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

  改正法の施行期日を平成 29年７月８日とします。 

（２）港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 

①港湾法施行令（昭和 26年政令第４号）の一部改正 

改正法において追加される国土交通大臣の権限のうち、次のものについては、地方整備

局長又は北海道開発局長も行うことができることとします。 

・国際旅客船拠点形成計画の助言に係る権限 

・官民連携国際旅客船受入促進協定の援助に係る権限 

②宅地建物取引業法施行令の一部改正 

宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして建物等の売買等の契約の成立までに相手方

等に説明させなければならない法令上の制限として、特定港湾情報提供施設協定及び官民

連携国際旅客船受入促進協定に係る承継効に関する規定を追加します。 

③その他所要の改正を行います。 

 

Ⅲ．スケジュール 
 閣 議：平成 29年７月４日（火） 

 公 布：平成 29年７月７日（金） 

 施 行：平成 29年７月８日（土） 
 

 

 

【問い合わせ先】 

港湾局総務課・産業港湾課  飯塚・伊藤  電話：03-5253-8111（内線：46-122、46-424） 

直通：03-5253-8662 FAX：03-5253-1648 


